
特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 科学技術振興事業団 政府出資額 ６３０，４５６，６２１，１００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人科学技術振興機構 政府出資額 １８８，６２４，５５０，２３７円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 △４４１，８３２，０７０，８６３円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人科学技術振興機構法（平成十四年法律第百五十八号） 

附則 

（事業団の解散等） 

第二条 科学技術振興事業団（以下「事業団」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、

その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。 

（機構への出資） 

第三条 略 

２ 前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する旧一般勘定の資産の価額から負債の金額を

差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資のあったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し文献情報提供業務

以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。  

３ 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。  

４～６ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△４，３２７億円） 

・建物等の保有資産の時価評価による減（約△８６億円） 

・会計基準の変更に伴う貸倒引当金の増加による減（約△５億円） 

備  考 
 

 



 

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

 

 

 

旧法人名 日本学術振興会 政府出資額 １２０，３７６，９１０，０００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人日本学術振興会 政府出資額 １，０６３，５８７，４９３円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 △１１９，３１３，３２２，５０７円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年法律第百五十九号） 

附則 

第二条  日本学術振興会（以下「旧振興会」という。）は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除

き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。  

２～５ 略 

６  第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額（次条の規定による廃止前

の日本学術振興会法（昭和四十二年法律第百二十三号）第四条の基本金に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会

に対し出資されたものとする。  

７  前項の資産の価額は、振興会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。  

８・９ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△１，１９３億円） 

 

備  考 
 



 

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

 

 

 

旧法人名 理化学研究所 政府出資額 ５８８，６２８，０６５，８００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人理化学研究所 政府出資額 ２３４，３０５，９９２，７３３円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 △３５４，３２２，０７３，０６７円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人理化学研究所法（平成十四年法律第百六十号） 

 附則 

（理化学研究所の解散等） 

第二条  理化学研究所（以下「旧研究所」という。）は、研究所の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、そ

の一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。 

２～６ 略 

７ 第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた

額から、前項の規定により政府以外の者から研究所に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から研究所に出資されたものとする。 

８ 前二項の資産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

９～11 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△３，５３０億円） 

・建物等の保有資産の時価評価による減（約△１３億円） 

備  考 
 



 

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 
航空宇宙技術研究所 

宇宙開発事業団 
政府出資額 

５１，４７２，６８０，７９３円 

３，１２２，５３６，０５５，９０２円 

合計３，１７４，００８，７３６，６９５円 

新法人名 
（業務承継法人名） 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 政府出資額 ５４４，４０１，９４１，５５９円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 △２，６２９，６０６，７９５，１３６円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号） 

 附則 

（国の有する権利義務の承継等） 

第九条 機構の設立の際、第十八条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機 

構が承継する。 

２ 略 

（研究所及び事業団の解散等） 

第十条 研究所及び事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、そ 

の時において機構が承継する。 

２～11 略 

（機構への出資） 

第十一条 附則第九条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の 

財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。 

２ 略 

３ 前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額（前条第八項の規定により読み

替えられた旧研究所法第十五条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた

額は、政府から機構に出資されたものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する事業団に属する資産の価額の合計額 

から機構が承継する負債の金額を差し引いた額（当該差し引いた額が事業団の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額）に、事業 

団に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。 

５ 前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する事業団に属する資産の価額から負債の金額 

を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとす 

る。 

６ 第一項に規定する財産の価額及び前３項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

７・８ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△２６，６０９億円） 

・国の機関である宇宙科学研究所の業務の承継による増（約２２７億円） 

・国への資産承継による減（約△２０億円） 

・土地等の保有資産の時価評価による増（約１０６億円） 

備  考 
 



 

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 日本体育・学校健康センター 政府出資額 ７１，６９６，３６０，７６０円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 政府出資額 １９５，３５６，４００，７８５円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 １２３，６６０，０４０，０２５円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号） 

附則 

（日本体育・学校健康センターの解散等） 

第四条 日本体育・学校健康センター（以下「旧センター」という。）は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務 

は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。 

２～５ 略６ 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額（第一号か

ら第三号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した額とする。）から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとす

る。 

一～四 略 

７ 前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

 

政府出資額が増

減した理由 

・土地の時価評価による増（約１，１６８億円） 

・承継に伴う資産計上基準の見直しによる工具器具備品の減（約△４億円） 

・資産見返負債を資本金に繰入れたことによる増（約１３９億円） 

・保有資産の減価償却による欠損金を整理したことによる減（約△６６億円） 

備  考 
 



特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 日本芸術文化振興会 政府出資額 ４０３，９７６，５３６，０８０円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人日本芸術文化振興会 政府出資額 ２４６，８１９，１２０，８５４円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１５年１０月１日 増 減 額 △１５７，１５７，４１５，２２６円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人日本芸術文化振興会法（平成十四年法律第百六十三号） 

附則 

（日本芸術文化振興会の解散等） 

第二条 日本芸術文化振興会（以下「旧振興会」という。）は、振興会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時にお

いて、次項の規定により国が承継する資産を除き、振興会が承継する。 

２～５ 略 

６ 第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額（次に掲げる金額の合計額に

相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に出資されたものとする。 

一 次条の規定による廃止前の日本芸術文化振興会法（昭和四十一年法律第八十八号。以下「旧振興会法」という。）第二十五条の二の規定により設

けられている 旧振興会法第十九条第一項第二号から第五号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項の規定による業務に係る勘定並

びにその他の業務に係る勘定 において積立金として整理されている金額のうち、それぞれ文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額 

二 略 

７ 前項の資産の価額は、振興会成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

８～12 略 

政府出資額が増

減した理由 

・土地等の保有資産の時価評価による減（約△２，０３３億円） 

・利益剰余金及び資本剰余金を資本金に繰入れたことによる増（約４０８億円） 

・資産見返負債等を資本金に繰入れたことによる増（約５３億円） 

備  考 
 



特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 日本育英会 政府出資額 ３，７００，９６９，０００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 

独立行政法人日本学生支援機構 政府出資額 １００，０００，０００円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１６年４月１日 増 減 額 △３，６００，９６９，０００円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号） 

 附則 

（国の権利義務の承継等） 

第八条 略 

２ 略 

３ 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額

とする。 

４ 略 

（日本育英会の解散等） 

第十条 日本育英会（以下「育英会」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の

規定により国が承継する資産を除き、機構が承継する。 

２～４ 略 

５ 第一項の規定により機構が育英会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、

政府から機構に対し出資されたものとする。  

６ 附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 

７ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・会計基準の変更に伴う貸倒引当金の増加による減（約△３６億円） 

備  考 
 



特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 海洋科学技術センター 政府出資額 ３６４，３９４，４７３，５００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 独立行政法人海洋研究開発機構 政府出資額 ８４，２１０，４６３，５４３円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１６年４月１日 増 減 額 △２８０，１８４，００９，９５７円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号） 

 附則 

（センターの解散等） 

第十条 センターは、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時にお

いて機構が承継する。 

（機構への出資） 

第十一条 略 

２・３ 略  

４ 前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継するセンターに属する資産の価額から負債の

金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたもの

とする。  

５ 第一項に規定する財産の価額及び前二項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

６ 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△２,８１４億円） 

・国からの資産承継による増（約２４億円） 

・建物等の保有資産の時価評価による減（約△１２億円） 

備  考 
 

 



特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について 

旧法人名 
日本原子力研究所 

核燃料サイクル開発機構 
政府出資額 

１，９４３，９７８，１７３，１００円 

２，９２２，５８７，２７２，０００円 

合計４，８６６，５６５，４４５，１００円 

新法人名 
（業務承継法人名） 独立行政法人日本原子力研究開発機構 政府出資額 ７９２，１７５，１１６，３８７円 

組織変更年月日
（業務承継年月日） 

平成１７年１０月１日 増 減 額 △４，０７４，３９０，３２８，７１３円 

政府出資額が増

減することの根

拠法令 

独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号） 

 附則 

（日本原子力研究所の解散等） 

第二条 日本原子力研究所（以下「旧研究所」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は次項の規定により

国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政

法人理化学研究所（以下「理化学研究所」という。）が承継する。 

２～７ 略 

８ 第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに

従い機構及び理化学研究所が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府

以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示し

て出資されたものとする。 

９ 第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構

が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規程により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額

は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに

必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。 

10 略 

11 第一項の規程により理化学研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに 



 

 

 従い理化学研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から理化学研究所に対し出資されたものとする。 

12 第八項、第九項及び前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

13～15 略 

（核燃料サイクル開発機構の解散等） 

第三条 核燃料サイクル開発機構（以下「旧機構」という。）は、機構の成立時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定に

より国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。 

２～５ 略 

６ 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する資産の価額の合計額から機構が承継する

負債の金額を差し引いた額（当該差し引いた額が旧機構の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額）に、旧機構に対する政府以外

の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出

資されたものとする。 

７ 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額か

ら、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合

において、文部科学大臣及び経済産業大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すもの

とする。 

８ 略 

９ 第六項及び第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

10～13 略 

政府出資額が増

減した理由 

・研究開発費の使用分を欠損金として扱ったものを整理したことによる減（約△４２，２１５億円） 

・土地等の保有資産の時価評価による増（約４８９億円） 

・資産見返負債を資本金に繰入れたことによる増（約１，１７３億円） 

・(独)理化学研究所への資産承継による減（約△１９０億円） 

備  考 
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